令和４年度介護サービス事業所に対する運営指導の結果について

（1） 運営指導の実施状況
　令和４年度の運営指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	通所介護
	３

	[bookmark: _Hlk210893377]訪問介護
	１

	地域密着型通所介護
	２

	居宅介護支援
	２




（2） 主な指摘事項
令和４年度の運営指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。
	通所介護
	利用者の提示する被保険者証によって、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期限を確認しているかどうか、書類上確認が行えない事例があった。（省令第105条（省令第11条準用））

	
	個別機能訓練計画の作成に際し、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況について確認しているか書類上確認が行えない事例があった。
（留意事項　第２の７（１１）①　ハ、大臣が定める基準　十六　イ（４））

	
	入浴介助加算（Ⅰ）の算定に際し、サービス提供記録に入浴を中止した旨の記載がある日について、当該加算の算定を行っていた事例があった。（留意事項　第２の７（８）ア　②）

	
	利用者に対し、アセスメントを実施したか書類上確認が行えなかった。
（省令第105条（省令第13条準用））

	
	利用者に対しアセスメントを実施したか書類上確認できない等、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境の把握が不十分なまま、通所介護計画を作成していた事例があった。
（省令第99条第1項、第3項、基準について第3の六の3（3）④）

	
	通所介護計画について、利用の同意を計画実施中に得ている事例があった。
（省令第99条第1項、第3項、基準について第3の六の3（3）④）


省令：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号）
留意事項：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日　老企第36号)
大臣が定める基準：厚生労働大臣が定める基準　（平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号）
基準について：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
（平成11年9月17日老企第25号）

	訪問介護
	重要事項説明書に従業者の員数を記載せず、交付している事例があった。
（条例第12条第1項、要領第3の1の3（8））

	
	居宅サービス計画の交付を受けているが、当該計画に沿った指定訪問介護を提供していない事例があった。（条例第20条）

	
	訪問介護計画に基づく指定訪問介護を提供していない事例があった。
（条例第27条第1号、要領第3の1の3（19））

	
	訪問介護計画の作成について、適正ではなかった事例が認められた。
（条例第28条第1項、要領第3の1の3（20））

	
	交付を受けた居宅サービス計画の内容に沿って訪問介護計画が作成されていない事例があった。
（条例第28条第1項、要領第3の1の3（20））

	
	実施状況や評価について、利用者又はその家族に説明を行っていなかった事例があった。
（条例第28条第2項、要領第3の1の3（20）③）

	
	サービス提供責任者は、実施状況の把握を行っているが、必要に応じて訪問介護計画の変更を行っていない事例があった。（条例第28条第4項、要領第3の1の3（20）⑤）

	
	家族の個人情報を用いているが、あらかじめ文書により、家族の同意を得ていなかった事例があった。
（条例第34号第3項、要領第3の1の3（25）③）


条例：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
（平成 24 年東京都条例第111号）
要領：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領（24福保高介第1882号）

	地域密着型通所介護
	サービス提供時間内の生活相談員の勤務時間数が人員基準を満たしていない日があった。
（省令第20条第1項第1号、基準について第3の二の二の1（1）④）

	
	契約書について、サービス提供開始日以降の日付で契約が行われていた事例があった。
（省令第37条準用（第3条の7第1項）、基準について第3の一の4（2）①）

	
	契約書・重要事項説明書等について、所在が確認できないため確認が行えない事例があった。
（省令第37条準用（第3条の7第1項）、基準について第3の一の4（2）①）

	
	利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格等を確認していない事例があった。
（省令第37条準用（第3条の10第1項）、基準について第3の一の4（5）①）

	
	受給資格等の確認について、期限切れのままとなっている事例があった。
（省令第37条準用（第3条の10第1項）、基準について第3の一の4（5）①）

	
	利用者に対し、アセスメントを実施したか書類上確認できないため、指定地域密着型通所介護の提供に当たって利用者の心身の状況等の把握に努めているか、確認できない事例があった。（省令第23条）

	
	提供したサービス内容について、記録が作成されているか書類上確認が行えなかった。
（省令第37条準用（第3条の18第1項、第2項）、基準について第3の一の4（12）①②）

	
	提供したサービス記録について、適切な方法により利用者に提供しているか書類上確認が行えなかった。
（省令第37条準用（第3条の18第1項、第2項）、基準について第3の一の4（12）①②）

	
	利用者に対しアセスメントを実施したか書類上確認できない等、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境の把握が不十分なまま、地域密着型通所介護計画を作成していた事例があった。
（省令第27条第1項、第4項、第5項、基準について第3の二の二の3（3）④⑤）

	
	地域密着型通所介護計画について、利用者に交付した日付を確認できない事例が散見された。
（省令第27条第1項、第4項、第5項、基準について第3の二の二の3（3）④⑤）

	
	地域密着型通所介護計画の実施状況や評価について、記録を行い、利用者へ説明しているか書類上確認が行えなかった。（省令第27条第1項、第4項、第5項、基準について第3の二の二の3（3）④⑤）

	
	個別機能訓練加算について、居宅を訪問した上で利用者等へ説明を行っているか、書類上確認が行えなかった。（告示別表2の2注13、留意事項第2 3の2（11））

	
	利用者の心身の状況等の把握に努めているか、確認できない事例が散見された。
・サービス担当者会議等に出席した際の記録が確認できなかった。
・電話で照会を受けた際に、内容等の記録が行われていなかった。（省令第61条準用(第23条)）

	
	居宅サービス計画の交付を受けているが、当該計画に沿った指定認知症対応型通所介護を提供していない事例があった。また、居宅サービス計画の交付を受けているが、当該計画に沿った指定認知症対応型通所介護を提供しているか、確認できなかった。
（省令第61条準用(第3条の15)、基準について第3の1の4(9)）

	
	提供した具体的なサービスの内容等の記録を行っていない事例があった。また、家族による送迎についてサービス提供記録に記載がない等、提供した一部のサービスの記録を行っていない事例があった。
（省令第61条準用(第3条の18第2項)、基準について第3の1の4(12)②）

	
	認知症対応型通所介護計画に基づく指定認知症対応型通所介護を提供していない事例があった。
（省令第51条第3号、基準について第3の3の3(1)）

	
	認知症対応型通所介護計画の作成において、利用者の状況把握等が不十分な事例が散見された。
（省令第52条第1項、基準について第3の3の3(2)）

	
	居宅サービス計画に位置付けられたサービスが認知症対応型通所介護計画に記載されていない。
（省令第52条第2項、基準について第3の3の3(2)④）

	
	認知症対応型通所介護計画の実施状況や評価について、利用者又はその家族に説明を行っているか、記録上確認できなかった。（省令第52条第3項、基準について第3の3の3(2)⑤）

	
	認知症対応型通所介護計画に従い提供したサービスの実施状況（及び目標の達成状況）の記録を行っているか確認できない事例があった。（省令第52条第5項、基準について第3の3の3(2)⑥）


省令：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）
基準について：指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
（平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号
厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）
告示：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年3月14日厚生労働省告示第126号）
留意事項：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年3月31日老計第0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号）

	居宅介護支援
	前6か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護等の各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について、文書を交付し、説明を行っていなかった。（条例第11条第2項、省令第4条第2項）

	
	運営規程に管理者の職務内容が記載されていない。（条例第9条、省令第18条）

	
	新たに居宅サービス計画を作成する際に、アセスメントを実施した記録とアセスメント結果の記録がない事例があった。（条例第21条第4号・第6号、省令第13条第6号・第7号）

	
	サービス担当者会議を開催した際に、出席していない事業者に対して意見を求めた記録がない事例があった。（条例第21条第8号、省令第13条第9号）

	
	サービス担当者会議で利用者に同意を得た居宅サービス計画を、サービス事業者及び主治の医師等に交付した記録がない事例があった。
（条例第21条第9号・第10号・第21号、省令第13条第10号・第11号・第19号の2）

	
	居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置付けられているケースで、サービス担当者会議において品目ごとにその必要性を確認した記録のない事例があった。（条例第21条第24号、省令第13条第22号）

	
	新たに居宅サービス計画を作成する際に、アセスメントを実施した記録とアセスメント結果の記録がない事例があった。（条例第21条第4号・第6号、省令第13条第6号・第7号）

	
	新たに居宅サービス計画を作成した際に、サービス担当者会議を開催した記録やサービス担当者会議の要点がない事例があった。（条例第21条第8号、省令第13条第9号）

	
	サービス担当者会議を開催した際に、出席していない事業者に対して意見を求めた記録がない事例があった。（条例第21条第8号、省令第13条第9号）

	
	サービス担当者会議で利用者に同意を得た居宅サービス計画を、利用者及びサービス事業者に交付した記録がない事例があった。（条例第21条第9号・第10号、省令第13条第10号・第11号）

	
	居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置付けられているケースで、サービス担当者会議において品目ごとにその必要性を確認した記録のない事例があった。（条例第21条第24号、省令第13条第22号）

	
	医療サービスが居宅サービス計画に位置付けられているケースで、導入に際して主治の医師等の指示があることが確認されていない事例があった。また、意見を求めた医師への居宅サービス計画の交付記録がない事例があった。
（条例第21条第20号・第21号・第22号、省令第13条第19号・第19号の2・第20号）


条例：羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成30年3月27日条例第13号）
省令：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第38号）
